生活保護の概要について
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるものですので、ためらわずに下記の相談・申請窓口までご相談ください。

〇生活保護の要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提として必要な保護が行われます。
例えば、不動産、自動車、預貯金、生命保険など、直ちに活用できる資産があれば、それを活用した後に保護の必要性を判断することになります。
ただし、これらの資産について、特別な事情がある場合には、直ちに処分いただかなくてもよい場合もありますので、ご相談ください。
扶養義務者からの扶養は生活保護法による保護に優先します。ただし、特別な事情がある場合には、福祉事務所から直接、相手に調査をしないことがありますので、ご相談ください。

〇相談・申請窓口

吹田市内に住んで、生活しておられる方は、吹田市役所生活福祉室
（市役所低層棟3階321番窓口）が相談・申請窓口となります。
吹田市外で居住されておられる方は、現在、お住まいの住所地を所管する福祉事務所でご相談ください。
〇生活保護の手続きの流れ

生活保護制度の利用を希望される方は、吹田市役所生
活福祉室までお越しください。生活保護制度の説明をさ
せていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施
策等の活用について検討します。通帳や給与明細等の資
産や収入の状況がわかる資料があればお持ちください。
  申請に必要な書類に必要事項を記入していただきま

す。お聞きした内容によっては、別に資料の提出をお願

いすることがあります。
1 生活状況等を把握するための実地調査（家庭訪問等）
2 預貯金、保険、不動産等の資産調査

3 扶養義務者による扶養（仕送り等の援助）の可否の調査

4 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

5 就労の可能性の調査


                  申請から原則１４日以内に保護の要否を決定し通知
　　　　　　　　　します。　　

　　　　　　　　　　　厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。

1 生活保護受給中は、収入状況の申告が必要になります。
2 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
3 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

〇生活保護のご相談
相談窓口の担当者から生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等
の活用について十分な説明を受けるためにも、お気軽に御相談ください。
＊事実関係の確認や保護の内容を決定するにあたり、次の書類等をご用
意いただく必要がありますが、これらの書類がなくても生活保護の申請

はできます。
＊調査の状況によっては、保護決定に14日以上かかる場合があります。
　収入
　　□就労収入に関するもの
給与明細書、日雇日給（月給）支払票、その他⇒【直近3か月分】
課税証明書（事業者）、預金通帳　など
　　□年金収入に関するもの
年金証書、年金手帳、年金振込通知書、ねんきん特別便
　　□手当等収入に関するもの
児童手当支給証明書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
雇用保険（求職者給付基本手当、傷病手当）、健康保険（傷病手
当金）、労災保険（療養・休業・障がい・遺族の各補償給付）、
仕送り等の受入金預貯金通帳　など
　
　住宅
　　□住宅に関するもの
賃貸借契約書、家賃支払領収書（通い）、登記簿〔持家〕など
　他法他施策
　　□健康保険に関するもの
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、
特定疾患医療受給者証、自立支援医療証、など
　　□障がいに関するもの
身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、
診断書　など
　資産
　　□資産に関するもの
預貯金通帳、生命保険証書、土地・家屋登記簿、自家用車および
バイク等車検証（自賠責保険証券含む）など
　その他
　　□マイナンバーのわかるもの（マイナンバーカード、通知書）
　　
＊世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を
比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
〇生活保護のしくみ

　保護を受けようとする世帯について、その世帯の総収入と、国が定めた最低生活費を比べて、世帯の総収入の方が少ないときに、その足りない部分を生活保護費として支給するのが生活保護です。

　なお、生活保護の基準額は、世帯員の年齢や人員構成によって、それぞれ決まっています。
（簡単な説明）
≪世帯収入≫                                                             ≪要否判定≫

　　 　↓                                                                       ↓

収入0円    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     保護要 

給与・年金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      保護要

収入多い場合　                                                              保護否
＊上記の例は、就労収入や年金等の世帯収入をもとに説明しています。

　　ただし、医療費や介護費用の一部を負担していただくことで、生活保護が

受けられる場合もあります。
〇相談場所（吹田市役所生活福祉室）のご案内
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所在地：〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号　
 電話番号：06-6384-1231（代表）

執務時間：月曜～金曜日午前9時~午後5時30分（午後０時00分～０時45分除く）

   土曜・日曜日、祝日および12月29日から1月3日は休み

行き方

電車で
阪急千里線・吹田駅下車すぐ。阪急吹田駅までは阪急梅田駅から約20分。阪急・地下鉄堺筋線・天神橋筋六丁目駅から約10分（阪急京都線・高槻・河原町方面行き電車をご利用の場合は、淡路駅でお乗り換えください）。
JR京都線・吹田駅下車、徒歩約12分（約800メートル）。JRの線路沿いを大阪方面に向かって歩いてください。

バスで
地下鉄・北大阪急行電鉄江坂駅など、市内各所からバスが出ています。吹田市役所前下車、徒歩1分。
吹田市役所ホームページ（相談窓口の案内ページ）でもご案内しています。

http://www.city.suita.osaka.jp/home/kurashinojoho/_79349.html
１　面接・相談





２　保護の申請





調 査





決 定





３保護費の支給





保護を必要とする世帯の最低生活費（国基準）





支給される生活保護費（全額支給）





支給される生活保護費(不足分支給)





給与又は年金





給与・年金等の総収入が国の最低生活費を上回る
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